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◆タイ現地法人の税務④ 個人所得税 

  第13号 発刊 平成20年12月22日 

  Global Group 
Accounting & Taxation Professional Group 

G-Letter 

前回に続き、タイ現地法人並びにタイに支店を持つ日本企業に関連する重要な税務について解説する。 

第4回目のテーマは日本人駐在員の個人所得税である。 

【納税義務者・課税所得の範囲】 

同一課税年度中に通算180日以上タイに滞在する者を「居

住者」とし、(1)歳入法典第40条に定めるすべてのタイ国内

源泉所得、および(2)タイ国外源泉所得のうちタイに送金さ

れた所得が課税対象となる。通算滞在日数180日未満の者

は「非居住者」に該当し、(1)のみ課税対象となるが、租税

条約第14条の1に基き、下記条件を全て満たす場合はタイ

での課税は免除される。 

  ・課税年度を通して滞在日数が180日を越えないこと 

  ・日本法人が給与等を支払うこと 

  ・タイ法人が給与等を負担しないこと 

お問い合わせ gcc-info@g-c-c.jp  株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 執筆：高橋 愛一郎 

 （留意事項）掲載内容は、掲載時点における情報であり、その後の法令等の改正によっては、実際の取扱いが掲載内容とは異なるおそれがあることをご理解下さい。 

          また、この情報を参考にされ、何らかの意思決定をされる場合は、必ず信頼できる専門家の助言を受けた上で実施していただきますようお願いいたします。 

【個人所得税の計算方法】 

下図の通り、課税対象所得から経費控除、所得税控除等

を差引き、0%～37%の累進課税を掛けて算出する。 

・人的役務提供に対する報酬（給与、賞与、退職金等）
・雇用関係に基づき支給された便益
　（会社負担のアパート賃貸料・光熱費等）
・会社負担の所得税（税額のグロスアップ）
・その他の所得（著作権、利子、配当、賃貸料等）

(2)国外源泉所得のうち
タイに送金された所得
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非居住者 居住者

1月1日 　180日 　12月31日

（課税年度）暦年

(1)歳入法典第40条に定めるタイ国内源泉所得

 【その他の留意事項】 

■着任時 

タイにて課税所得が発生した日から60日以内に、歳入局に対して

納税者番号の申請をし、同番号を取得しなければならない。 

1月1日 毎月末 翌月7日 12月31日

翌年

2月15日 2月末日 3月末日

（課税年度）暦年

① ② ③ ④ ⑤

■帰任時 

タイから年の途中で出国する場合には、その年の1月1日から出国

日までの所得金額に対する所得税を納付し、また翌年3月末までに

確定申告をしなければならない。 

 (注)タイ居住者としての取扱いを受ける日本人従業

員の本給、留守宅手当及び賞与等は、所得の受領

地ならびにタイへの送金の有無にかかわらずタイ国

内源泉所得となる。 

（参考）日本払い給与の取扱いについて 

日本本社側が駐在員の給与を全額又は部分負担している場合、タ

イ法人への出資比率に関わらず、当該負担金はタイ法人への寄付

金として損金算入を否認され、課税されるケースがある。出向中の

駐在員の留守宅手当、又は出向先が経営不振等で駐在員に賞与

を支給出来ず、出向元がその賞与を負担した場合は出向元の損金

の額に算入することを認めるという通達もあるが、実際、どの程度

の額までならば損金に認められるかという基準は示されていない。 

【個人所得税の申告・納税】 

個人所得税の源泉徴収、及び確定申告等のスケジュールは下図

の通りである。 

 

 

 

 

①毎月の給与支払の都度、所得税を源泉徴収し翌月7日までに申

告・納税 

②年末の最後に支給される給与で過不足調整 

③各従業員に源泉徴収税証明書を交付 

④所轄税務署に年次源泉徴収税申告書を提出 

⑤各個人が税務署に確定申告・追加納税 

　
　　　　　課税所得

【個人所得税】
0%～37%の累進課税

経費控除（歳入法典第42条の2）
　■給与または役務所得の40%
　　（上限60,000バーツ）

所得控除等
　■人的控除
　　・本人控除：30,000バーツ
　　・配偶者控除：30,000バーツ
　　・子供控除：20歳以下１人
　　　15,000バーツ（3人まで）
　■生命保険料
　　・本人：最高50,000バーツ
　　・配偶者：最高10,000バーツ
　■退職基金：実際拠出額
　　（上限300,000バーツ）
　■教育費、社会保険料、寄付金等

非課税所得（歳入法典第42条）
・任務遂行のための旅費及び手当
・赴任旅費又は赴任完了時の帰任旅費
・従業員とその家族に対する医療補助
（タイ国内で治療が行われた場合のみ）
・所得税の還付に伴う受取利息、　等
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